
政
令
第
二
百
四
十
八
号

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
交
差
点
又
は
そ
の
直
近
に
横
断
歩
道
等
を
設
け
る
場
合
で
あ
つ
て
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
横
断
歩
道
等
に
つ
い
て
の
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
道
路
標
識
の
う
ち
当
該
各
号
に
定

め
る
も
の
を
設
置
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

交
差
点
の
全
て
の
入
口
又
は
そ
の
直
近
に
横
断
歩
道
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合

当
該
交
差
点
の
出
口
へ
進
行

す
る
車
両
又
は
路
面
電
車
（
次
号
に
お
い
て
「
車
両
等
」
と
い
う
。
）
に
対
面
す
る
道
路
標
識

二

交
差
点
又
は
そ
の
手
前
の
直
近
に
法
第
四
十
三
条
前
段
の
道
路
標
識
が
設
置
さ
れ
、
当
該
横
断
歩
道
等
の
直
前
に
お
い

て
車
両
等
が
一
時
停
止
す
べ
き
こ
と
と
な
る
場
合

当
該
車
両
等
に
対
面
す
る
道
路
標
識



第
十
一
条
中
「
次
条
第
三
項
」
を
「
第
一
号
イ
」
に
、
「
道
路
」
を
「
道
路
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
一
般
道

路
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
一
般
道
路
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

め
る
速
度
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

次
に
掲
げ
る
一
般
道
路

六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時

イ

高
速
自
動
車
国
道
の
う
ち
、
本
線
車
道
並
び
に
こ
れ
に
接
す
る
加
速
車
線
及
び
減
速
車
線
以
外
の
も
の

ロ

自
動
車
専
用
道
路

ハ

道
路
標
識
等
に
よ
る
中
央
線
又
は
車
両
通
行
帯
が
設
け
ら
れ
て
い
る
一
般
道
路

ニ

道
路
の
構
造
上
又
は
柵
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
工
作
物
に
よ
り
自
動
車
の
通
行
が
往
復
の
方
向
別
に
分
離
さ

れ
て
い
る
一
般
道
路

二

前
号
に
掲
げ
る
一
般
道
路
以
外
の
一
般
道
路

三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時

第
十
二
条
第
一
項
中
「
道
路
を
」
を
「
道
路
（
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
一
般
道
路
を
除
く
。
）
を
」
に
、
「
前
条
」
を
「
同

条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
高
速
自
動
車
国
道
の
本
線
車
道
並
び
に
こ
れ
に
接
す
る
加
速
車
線
及
び
減
速
車
線
以
外
の
道

路
」
を
「
一
般
道
路
」
に
改
め
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
二
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
違
反
行
為
に
付
す
る
点
数
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
反
則
行
為
の
取
扱
い
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



理

由

最
近
の
道
路
交
通
を
め
ぐ
る
情
勢
の
変
化
に
鑑
み
、
自
動
車
が
道
路
標
識
等
に
よ
る
中
央
線
又
は
車
両
通
行
帯
が
設
け
ら
れ

て
い
る
道
路
等
以
外
の
道
路
を
通
行
す
る
場
合
の
政
令
で
定
め
る
最
高
速
度
を
引
き
下
げ
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


